
令和２年８月 1 日 

発行事業実施要項 かしま応援チケット－プレミアム付商品券 

鹿嶋市・鹿嶋市商工会 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、世界規模で深刻な経済危機をもたらし

ている。国内でも「緊急事態宣言」が発令されたことにより、商業者の経営に大き

な影響を与え、鹿嶋市の商業者も例外なく、厳しい状況におかれている。 

このような中、地域経済振興に貢献する商店等において共通して使用できるプレ

ミアム付商品券の発行を通して、市内商業者を支援し、地域経済を下支えすること

を目的に、当該商品券事業を実施する。 

２ 事業概要 

(1) 事業主体 

  鹿嶋市・鹿嶋市商工会【発行・販売】 

(2) 商品券の発行形態 

     1冊当たり額面 1,000円券が 15枚綴り（15,000円）を 10,000円で販売 

（50％プレミアム付加になり 5,000円お得） 

(3) 商品券の種類 

商品券（1冊）には次の２種類がセットされている。 

①取扱店共通券 → 10枚（10,000円分） 

②専  用  券 →  5枚（ 5,000円分） 

①取扱店共通券は全取扱加盟店で利用できる。 

②専用券は，大型店（売場面積 1,000㎡以上）や経営主体が茨城県外に 

店舗展開しているチェーン店（FC店等）は利用できない。  

(4) 発行総数 

   20,000冊 

(5) 商品券の使用期間 

    令和 2年 10月 1日(木)～令和 3年 2月 28日(日) 

３ 販売内容 

(1) 発行総額  300,000,000円 （＠1,000円券×15 枚綴×20,000 冊） 

(2) 販売総額  200,000,000円 （＠10,000円分×20,000 冊） 

(3) 発 売 日  令和 2年 10月１日（木）～令和 3年 1月 31日（金） 

(4) 購入方法    購入者募集を広報等で告知し、電子申請や市窓口・公民館にて 

申込を受ける。後日、抽選による当選者に購入引換券（ハガキ） 

を送付する。 

(5) 発売場所  市内郵便局 7か所にて送付された購入引換券（ハガキ）と引換 

に購入する。 

  ①鹿嶋郵便局 ②大野郵便局 ③中野郵便局 ④高松郵便局  

⑤荒井郵便局 ⑥鹿島神宮前郵便局 ⑦鹿嶋平井郵便局 

  (6) 販売対象者 鹿嶋市に在住の方 

(7) 購入限度    購入希望者は、購入引換券に記載された指定の郵便局，購入期間

にて、1 世帯につき 2 冊（販売金額 20,000 円）まで購入することが

できる。 



４ 取扱加盟店に関する事項（事業者向けの文書）  

(1) 加盟店の対象者 

本事業に賛同し所定の申込書にて登録許可された、鹿嶋市内に事業所がある小

売業・飲食業・サービス業等の業種の方 

     (対象外事業所:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業務を行うもの) 

(2) 加盟店の登録 

   ･登録申請書に必要を記入し､商工会にて申請する｡ 

(必須記載項目として､事業者情報､申請者振込口座､いばらきアマビエちゃん登録コード等) 

   ･加盟店は感染防止の取り組みを行い，｢いばらきアマビエちゃんの｣登録は申請

要件(感染防止対策宣誓書の確認)とする。 

(3) 加盟店の表示 

  ポスターとのぼり旗（ポール付）を店頭に表示する。 

１セット(ポスター2枚､のぼり･ポール 1本)は無料で配布します。 

追加分は有料、１セット 1,000円とする。 

(4) 換金実施機関及び受付期間 

換金取扱金融機関：佐原信用金庫鹿島支店､銚子信用金庫鹿島支店 

  令和 2年 10月 1日～令和 3年 3月 15日（土・日・祝日を除く） 

午前９時から午後３時（指定金融機関営業時間） 

(5) 換金方法 

  ・換金取次店金融機関の窓口で､商品券取次依頼書に必要事項を記入し､取扱店加

盟登録証明書を提示する。(申請書には､券種別枚数､振込口座、取扱加盟店登録

コードを記載する｡) 

 ・使用済商品券(裏面)の取扱加盟店取扱欄に､事業者の押印をしておく｡ 

 ・換金は､月１回を基本する｡但し､枚数が少ない場合は、翌月以降にまとめて換金

を行う。又、1,000枚以上の利用があった場合は、その都度換金を行うこと。 

(5) 換金手数料及び振込手数料 

  無料（事業実施者負担：鹿嶋市・鹿嶋市商工会）   

(6) その他 

・商品券の再流通を禁止する。 

  ・偽造防止のため、鹿嶋市の市章部分にホログラムを印刷する。 

５ 商品券の取扱に関する事項（事業者向けの文書） 

(1) 使用方法 

  登録された取扱加盟店にて現金と同様に使用できる。  

但し、釣り銭は出さないこととし、払い戻しも行わないこと。 

 (2) 商品券が利用できない例 

・有価証券の購入、切手、収入印紙及び県証紙の購入  

・他の商品券（当券を含む）、ビール券、タバコ、医療費・プリペイドカード、

チケットの購入 

・キャッシュレス決済のチャージ（前払金） 

・行政機関等へ納付する税金及び手数料、金融機関への預金等 

・公共交通機関、公共施設等の回数券、乗車券、定期券等の購入 

・仕入れ等の事業資金及び買掛金・未払金等の決済資金     など 


